
新版【第３版】はしがき

　この小さな事典が，項目選定や執筆内容等において多くの方々の評価
と信頼を得て今日に至っていることは，編集委員・執筆者一同の大きな
喜びである。
　この事典は，学問・実践上の成果を踏まえて厳密な用語解説を行い，
現代の教育問題（広義）を原理的，歴史的，構造的に理解する手がかり
を提供することを目指して企画編集された。1982 年の初版は，項目数
を 770 余に厳選して出発した。
　その後，社会の変化に対応して随時増補改訂を行い，88 年には「いじ
め」「体罰問題」「臨時教育審議会（臨教審）」など 20 の新項目を追加す
るとともに，既設項目の叙述内容をも改訂して，〈増補版〉を刊行した。
　それから 10 年，98 年には「教育の国際化」「生活科」「日の丸・君が
代問題」など 72 項目を追加し，版を一新して〈新版〉を発行した。
　その後 21 世紀初頭にかけて，中央省庁等改編や地方分権，規制緩和
の推進などにともなう教育改編がはじまったほか，学校週五日制の完全
実施等に対応した教育課程基準の改訂や，子どもの心とからだに関する
一層の変化などが見られるようになり，2002 年には新たに 70 項目を加
えて〈新版【第 2版】〉を上梓した。
　それから今日まで，「ネット上のいじめ」や深刻な児童虐待・誘拐な
ど新たな問題が人々の注目を集めるようになったほか，戦後教育改革の
総決算を掲げる政策が教育の各レベル，各領域で教育のあり方を変えて
いる。このような状況のもとで，利用者の要望をも踏まえて，今回さら
に全面的に内容を改め，新しい版を世に送る。新規項目（全部差し替え
の項目を含む）113，改訂項目 270。この〈新版【第 3版】〉がこれまで
以上に，多くの人々に愛用され，教育に対する理解を深め，困難な事態
を改善するための一助としていただければ幸甚である。
　　2011 年 3 月

平原　春好編集代表　　　　　　寺﨑　昌男



【ア】

アーノルド父子　1
IQ　1
ICT教育　1
愛着　2
アイデンティティ　2
アイヌ文化の振興並びにア
イヌの伝統等に関する知
識の普及及び啓発に関す
る法律（アイヌ文化振興
法）　2

赤い鳥　2
アカウンタビリティ　3
アカデミー　3
足利学校　3
芦田恵之助　3
遊び　4
アチーヴメント・テスト　4
阿部重孝　4
アメリカ教育使節団報告書
　4
アユイ　5
アラン　5
アリストテレス　5
安全教育　5

【イ】

ｅラーニング　6
イエズス会　6
生きる力　7
育児　7
育児・介護休業法　7
育児休業法　7
伊沢修二　8
石井亮一　8
石田梅岩　8
いじめ　8

イタール　9
一斉授業　9
遺伝　9
伊藤仁斎　10
糸賀一雄　10
井上　毅　10
異文化理解の教育　11
イリイチ　11
インクルージョン　11
インターネットと青少年　
　11
インターンシップ　12
インテグレーション　12
インドクトリネーション　13

【ウ】

ヴィゴツキー　13
上原専禄　13
ヴォランスキー　14
ウシンスキー　14 
梅根　悟　14
運動学習　14
運動場　15
運動処方　15
運動療法　15

【エ】

英語教育　15
英才教育　16
栄養教育　16
栄養教諭　17
AO入試　17
ATI（適性処遇交互作用）
　17
エコール・ポリテクニク　17
エコ・スクール　18
SAT 試験　18
越境入学　18

NEA　18
FD　19
エリート教育　19
演習　19

【オ】

及川平治　20
オウエン　20
往来物　20
オープン・スクール　21
荻生徂徠　21
長田　新　21
オスウィゴー運動　22
オックスフォード大学　22
小原国芳　22
おもちゃ　22
親子関係　22
オリンピック　23
音楽教育　23
女大学　24

【カ】

海外子女教育　25
改革教育学　25
外国語教育　25
外国人学校　26
外国人留学生　26
海後宗臣　27
ガイダンス　27
開発教育　27
開発教授　28
貝原益軒　28
カウンセリング　28
科学技術・学術審議会　29
科学技術基本法　29
科学教育　29
科学研究費補助金（科研費）
　30

見出し項目一覧
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科挙　30
学位制度　30
学業不振児　31
学士課程教育　31
学習　32
学習意欲　32
学習権　32
学習権宣言　33
学習指導　33
学習指導要領　34
学習社会　34
学習塾　35
学習障害　35
各種学校　35
学術行政　35
学制　36
学制改革論　36
学制序文　37
学生補導　37
学童保育　37
学年制　37
学閥　37
学問の自由　38
学力　38
学力低下問題　39
学齢　39
学歴社会　39
家訓　40
仮説実験授業　40
学級　40
学級活動　41
学級経営　41
学級担任制　41
学級編制　42
学級崩壊　42
学区　42
学校　43
学校安全　44
学校裏サイト　44
学校運営　45
学校運営協議会　45
学校栄養職員　45
学校外教育　45
学校開放　46

学校カウンセラー　46
学校管理　46
学校管理規則　46
学校規模　47
学校給食　47
学校教育　48
学校教育法　48
学校行事　49
学校経営　49
学校建築　49
学校事故　50
学校施設　50
学校事務職員　51
学校週五日制　51
学校設置基準　51
学校選択　52
学校体育　52
学校体系　52
学校統廃合　53
学校図書館　53
学校の危機管理　54
学校評価　54
学校評議員　55
学校文化　55
学校防災　55
学校法人　56
学校保健　56
学校保健安全法　56
学校暦　57
勝田守一　57
家庭科教育　57
家庭教育　58
金沢文庫　58
鎌倉アカデミア　58
川本宇之介　58
感覚教育　59
咸宜園　59
環境　59
環境教育　60
観察学習　60
観察・指導期　61
管理　61
管理職　62

【キ】

企業内教育　62
帰国子女教育　62
儀式　63
技術教育　63
規制改革と教育　63
基礎代謝　64
期待される人間像　64
吃音　64
城戸幡太郎　65
木下竹次　65
規範　65
義務教育　65
義務教育の無償　66
義務教育費国庫負担法　66
ギムナジウム　67
キャリア・ガイダンス　67
キャリア教育　67
教育　68
教育委員会　68
教育委員会法　69
教育運動　69
教育改革〔日本〕　70
教育改革〔欧米〕　70
教育改革〔アジア〕　71
教育科学研究運動　71
教育学　71
教育課程　72
教育関係　72
教育関係会議　73
教育関係審議会　73
教育機関　74
教育機器　74
教育基本法　74
教育行政　75
教育計画　76
教育権　76
教育工学　76
教育公務員特例法　77
教育財政　77
教育裁判　77
教育刷新委員会　78
教育参加　78
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教育産業　79
教育実習　79
教育実践記録（実践記録）
　79
教育情報の公開と保護　80
教育職員免許法　81
教育審議会　81
教育振興基本計画　81
教育心理学　82
教育政策　82
教育制度　82
教育長　83
教育勅語　83
教育的価値　84
教育投資論　84
教育と宗教の衝突論争　84
教育特区　85
教育における特別権力関係

論　85
教育二法　85
教育人間学　86
教育の機会均等　86
教育の国際化　86
教育の国際交流・協力　87
教育の自由　88
教育の地方自治　88
教育の地方分権　88
教育の中立性　89
教育バウチャー　89
教育費　89
教育評価　90
教育扶助・補助　90
教育法　91
教育目的　91
教育目標　91
教育有給休暇　91
教育令　92
教育労働者　92
教育を受ける権利　93
教員　93
教員検定試験制度　94
教員考課　94
教員採用制度　94
教員資格認定試験　94

教員人事　95
教員任期制　95
教員の研修　95
教員の地位に関する勧告　
　96
教員の倫理　96
教員評価　96
教員免許更新制　97
教員免許制度　97
教員養成　98
強化　98
教化　99
教科　99
教科外活動　99
教学刷新　100
教科指導　100
教科書　100
教科書検定制度　101
教科書採択制度　102
教科書裁判　102
教科書の無償制　103
教科担任制　104
教科用特定図書　104
教具　104
教護院　105
教材　105
教師　105
教室　105
教師の倫理綱領　105
教授学　106
教職員組合　106
教職員憲章　106
教職員定数　107
教職員の勤務評定　107
教職員の身分保障　108
教職員の労働基本権　108
教職課程　108
教職給与特別措置法　108
教職大学院　109
教職の専門性　109
矯正教育　109
共通一次試験　110
教頭　110
教諭　110

教養　110
教養教育　111
教練　111
勤務評定　111
勤労体験学習　111

【ク】

空海　112
クーザン　112
熊沢蕃山　112
クラブ活動　113
クリーク　113
グループ学習　113
クルプスカヤ　113
訓育　114
軍隊教育　114
訓練　114

【ケ】

慶應義塾　115
形式陶冶　115
芸術教育　115
形成的評価　116
系統学習　116
ケルシェンシュタイナー　
　117
研究開発学校　117
研究指定校　117
健康管理　118
健康教育　118
健康診断　118
言語教育　119
言語障害　119
言語障害教育　120
現職教育　120
検定試験制度　121
県費負担教職員　121
ケンブリッジ大学　121

【コ】

コア・カリキュラム　121
公害教育　121
合科教育　122
合科教授　122
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郷学（校）　122
講義　123
孝経　123
公教育　123
高校三原則　124
高校全入運動　124
講座制　124
孔子　125
恒常性の維持　125
校則　125
高大連携　126
校長　126
高等学校（旧制）　126
高等学校（新制）　126
高等学校改革　127
高等学校卒業程度認定試験
　127
高等教育　128
高等師範学校　128
高等小学校　129
高等女学校　129
高等専門学校　129
行動療法　129
校内暴力　130
公費・私費　130
公民館　130
公民教育　131
校務分掌　132
高齢者教育　132
口話法　132
国学　132
国学（中国，朝鮮）　133
国語教育　133
国際理解の教育　133
国定教科書　134
国民学校　134
国民体育大会　135
国民の祝日　135
国立大学法人　135
五・四運動　136
個人差　136
個性　136
子ども会　137
子ども観　137

子ども組　137
子どもの権利条約　138
子どもゆめ基金　138
コナント　138
小西信八　138
個別学習　139
コミュニティ・カレッジ　
　139
コミュニティ・センター　

140
コメニウス　140
こやらい　140
コロニー　141
コンドルセ　141
コンピュータ教育　141
コンプリヘンシヴ・スクー

ル　141

【サ】

サークル活動　142
蔡元培　142
再体制化　142
斎藤喜博　142
催眠療法　143
坂本龍之輔　143
作業学校運動　143
作業療法　144
小砂丘忠義　144
佐々木　昻　144
澤柳政太郎　145
産育　145
産学官連携　145
産学協同　145
産業教育　146
三民主義　146
三療　146

【シ】

CI&E（民間情報教育局）
　147
CAI　147
GCSE 試験　147
GPA　147
ジェンダーと教育　148

自我　148
シカール　148
視覚障害　149
視覚障害教育　149
私学助成　149
識字運動　150
私教育　150
試験　150
自己教育　150
自己実現　151
自己中心性　151
私塾　151
思春期　152
四書・五経　152
肢体不自由　152
肢体不自由教育　152
自治活動　153
視聴覚教育　153
実業教育　153
しつけ　153
指導　154
指導案　154
児童館　154
児童虐待　155
児童虐待防止関係法　155
児童憲章　156
児童権利宣言　156
指導主事　156
児童自立支援施設（旧教護

院）　157
児童中心主義　157
児童の権利に関する条約　
　157
児童福祉　157
児童福祉法　158
児童文化　158
児童文化運動　159
指導要録　159
指導力不足教員　160
篠原助市　160
師範学校　160
自閉症　160
試補　161
市民講座　161
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社会化　161
社会科教育　162
社会教育　162
社会教育関係団体　163
社会教育行政　163
社会教育施設　164
社会教育主事　164
社会教育法　164
社会体育　165
社会同和教育　166
自由ヴァルドルフ学校　166
就学義務　167
就学義務の猶予・免除　167
就学指導　167
就学奨励法　168
就学前教育　168
修学旅行　168
宗教教育　168
習熟度別指導　169
自由大学運動　169
集団学習　170
集団行動観察　170
集団思考　170
集団主義教育　171
集団づくり　171
重度・重複障害　172
重度・重複障害教育　172
修養　173
儒学（教）　173
主幹教諭　174
授業　174
授業研究　174
授業料　175
塾　175
綜芸種智院　176
朱子学　176
主体的学習　176
シュタイナー　176
出席停止　177
主任制　177
シュプランガー　177
シュライアーマッハー　178
手話法　178
書院　178

生涯学習振興法　178
生涯教育・生涯学習　179
障害児　179
障害児学級　180
障害児・者施設　180
障害者基本法　180
障害者教育　181
障害者権利条約　181
障害者権利宣言　182
奨学制度　182
小学校　182
条件づけ　183
少子化と教育　183
情操教育　184
情緒障害　184
情緒障害児教育　184
聖徳太子　185
少年院　185
少年鑑別所　185
少年期　186
少年自然の家　186
少年団　186
少年法　186
昌平坂学問所　187
情報科　187
情報教育　187
食育　188
職員　188
職員会議　188
職業教育　189
職業訓練　189
職業指導　189
植民地教育　189
女子教育　190
女性問題学習　191
初等教育　191
初任者研修　191
初年次教育　192
シラバス　192
私立学校　192
自立活動　193
心学　193
人格　193
新教育運動〔西洋〕　194

新教育運動〔日本〕　194
人権教育　195
人権教育及び人権啓発の推
進に関する法律（人権
教育啓発推進法）　195

人権に関する世界宣言
　195
新興教育運動　195
人材確保法　196
心身障害学　196
新人文主義　197
身体教育　197
身体発達　198
身体文化　198
人的能力開発政策　198
進歩主義教育運動　199
信頼性　199
心理療法　199
進路指導　200

【ス】

水道方式　200
数学教育　200
スクール･カウンセラー　201
スクール・ガバナンス　201
スコット　201
スペンサー　201
スポーツ　201
スポーツ教育　202
スポーツ・クラブ　202
スポーツ障害　203
スポーツ振興法　203
墨ぬり教科書　203
3R’s（スリー・アールズ）　204

【セ】

世阿弥　204
性格テスト　204
生活科　204
生活教育　205
生活共同体学校　205
生活規律　205
生活指導　206
生活綴方　206
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性教育　207
政治教育　207
精神衛生　208
成人教育　208
成人式　208
精神保健　208
生徒会活動　209
生徒指導　209
青年学校　209
青年期　210
青年教育　210
青年団　210
青年の家　211
世界教員組合連盟　211
世界教員憲章　212
世界教職員団体総連合（W
　COTP）　212
世界人権宣言　212
世界保健機関　213
世界保健憲章　213
セガン　213
釈奠　214
絶対評価　214
セツルメント　214
ゼミナール　214
1988 年教育改革法（英国）
　215
全国学力・学習状況調査　
　215
潜在的カリキュラム　216
専修学校　216
全体の奉仕者　216
専門学校（旧制）　217
専門教育　217

【ソ】

早期発見と治療　218
総合科学技術会議　218
総合学習　218
総合技術教育　219
総合的な学習の時間　219
相対評価　219
ソウル大学校　220
測定　220

ソクラテス　220
ソシオメトリー　221
ソフトウエア　221
孫文　221

【タ】

体育　223
体育館　223
体育・スポーツ行政　223
体育・スポーツ国際憲章　
　224
体育・スポーツ政策　224
体育政策　225
体育的行事　225
大学　225
大学院　225
大学改革　226
大学拡張　226
大学基準協会　226
大学審議会　227
大学入試センター試験（セ
ンター・テスト）　227
大学の自治　227
大学評価　228
大学評価・学位授与機構
　229
体操　229
態度　229
第二次性徴　230
大脳　230
体罰　230
体罰問題　230
体力　231
体力・運動能力テスト　232
高木憲次　232
高嶺秀夫　232
タゴール　233
脱学校論　233
田中義一　233
谷本　富　233
単位制度　234
段階教授法　234
短期大学　234
単元　234

男女共学　235
男女共同参画学習　235

【チ】

地域と教育　235
知育　236
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　海外子女教育　　両親などとともに
長期間，海外に在留する子どもたちの現地
での教育をいう。特に 1980 年代には企業
の海外進出の拡大に伴って急速に増大し，
1990 年代以後は総数 5 ～ 6 万人で推移し
ている。就学の形態は，主に全日制の日本
人学校に通うもの，現地校に通うかたわら
補習授業校に通うもの，現地校のみに通う
ものの三つからなる。このうち，従来は日
本人学校または補習授業校に通うものが多
数であったが，最近では現地校のみに通う
ものが最多を占めている。日本人学校など
では現地の事情や文化の学習，現地の子ど
もたちとの交流などが積極的に取り組まれ
ているが，日本の受験教育の影響などによ
り，異文化体験などの貴重な機会を十分に
は生かしきれていないなどの問題がある。

（橋迫和幸）

　改革教育学　Reformpadägogik（独）
　　19 世紀末から 20 世紀前半にヨーロッ
パと北アメリカで起きた教育改革いわゆる
新教育の試みの，とくにドイツでのあらわ
れをさす。世紀末に明確化してきた市民社
会の精神文化的危機を教育によって克服し
ようとした。従来主流にあったヘルバルト
派教育学を主知主義としてしりぞけ，子ど
もの個性・自発性を尊重しつつまた新しい
国民的エトスの形成をめざす。様々な発想
が含まれるが，合理主義のみでは整理でき
ない感受性に注目した芸術教育運動，ケル
シェンシュタイナー（Kerschensteiner, G., 
1854 ～ 1932）らに導かれ作業をとりあげ
た労作教育運動，リーツ（Lietz, H., 1868
～ 1919）が始めた家族的雰囲気のなかで
身体的教育・芸術教育を行なう田園教育舎，
情意の陶冶を説く人格教育学，「児童から」
の標語をかかげる子ども中心主義の教育運
動，ナトルプに代表される社会的教育学，

さらにエストライヒ（Oestreich, P., 1878
～ 1959）らの徹底的学校改革者同盟もあ
る。これらの思想，実践，運動を支える発
想はまったく多様であって一元化はしにく
い。ただいずれもが子どもの内なる理性の
自発性，人格としての自律，さらに自我の
自由を子どもの内発性によりつつ求めてい
たことは記憶してよい。これは子どもの生
へのトータルな期待であり，歴史的にみれ
ばルネサンスの人間観またカント（Kant, 
I., 1724 ～ 1804）の自由観とも結びつけら
れよう。この思想の流れとともに，改革教
育学は 1 つ 1 つの具体的な教育実践の源流
となって現代に流れ込むつよさをもってい
る。 （林　昭道）

　外国語教育　　わが国の外国語教育
は，古くは 4 世紀ごろの漢語の流入ととも
に始まる。以後，江戸時代中期まで主流を
占めた漢字漢文の学習は，それに伴う中国・
朝鮮の文化の吸収・同化を通じて，わが国
の知識人の教養と文化形成に大きな影響を
及ぼした。幕末期にはオランダ語，ついで
英・独・仏語，特に英語の教育が盛んにな
るが，それは主として西洋の近代的な産業・
軍事技術を取り入れるための手段という実
用主義的なねらいに立つものであった。「学
制」以来の戦前の学校では，中等学校では
英語，より上級の学校では独・仏語という
型が成立した。第二次世界大戦後は，英語
に対する社会的要請の高まりから，新制中
学校・高等学校では英語教育が外国語教育
の主流となった。
　外国語教育の目的は，従来，言語への関
心を深めるとともに，国際理解や異文化理
解を促進し，母国の言語や文化の発展に貢
献するという点に求められてきたが，他
方では外国語の実用的能力，とりわけ外
国語でコミュニケーションする能力が身
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る基本的計画」（閣議決定，1999 年）にし
たがい改廃や運営改善が行われ，10 審議
会（うち 1は当分の間設置）に整理統合さ
れた（2001 年）。法律の定めにより文部科
学省に設置された審議会等は，科学技術・
学術審議会，宇宙開発委員会，放射線審議
会，独立行政法人評価委員会，文化審議会，
宗教法人審議会など，政令によるものは中
央教育審議会，教科用図書検定調査審議会
及び大学設置・学校法人審議会。文部省時
代の旧中央教育審議会は，教育 ･学術 ･文
化の重要施策を審議 ･答申する，一段上位
に位置する審議会であったが，統合再編後
は，教育に関しては新中央教育審議会，学
術等に関しては科学技術 ･学術審議会，文
化に関しては文化審議会が，それぞれ中心
的な審議会として位置づけられている（ト
ロイカ方式）。
　教育関係審議会は，内閣総理大臣の下に
置かれた臨時教育審議会や教育関係会議
（教育改革国民会議，教育再生会議，教育
再生懇談会）と性質，組織，役割等をまっ
たく異にする。→中央教育審議会（中教審），
科学技術 ･学術審議会，文化審議会，臨時
教育審議会（臨教審），教育関係会議

（平原春好）

　教育機関　　学校，公民館，図書館，
博物館など，専属の物的施設と人的施設を
擁して自らの意思をもって継続的に学術・
教育・文化に関わる活動を行う独立性をも
った組織体であり（地方教育行政法 30 条），
特定の行政目的に奉仕する行政機関や訓
練・サービス機関とは区別される。
　戦後教育改革は，教育行政の原理を中央
集権否定と一般行政からの独立性及び住民
参加を基軸とし，その基本任務を教育条件
の整備に求めた。したがって，自主的な教
育活動の組織主体としての教育機関と民間
の教育文化団体には不当な支配や統制が及
ぶべきでないことは当然とされた。近年，
社会教育施設の管理運営の一般行政部局と
の統合や指定管理者制度の導入による民間
委託がすすんでいるが，文化・スポーツ事

業の首長部局への移管を可能とする 2007
年の地方教育行政法改正（24 条の 2）によ
りこの傾向が追認されたため，教育機関と
しての独立性や固有機能の保持が困難とな
る危惧が生じている。� （島田修一）

　教育機器　　教育効果を高めるために
開発された機器を総称して教育機器と呼
ぶ。一斉授業の効率化を図るものや映像や
音声の効果により，疑似体験を与えたり，
動機づけ，概念形成などをめざすもの，お
よび個別指導や自己学習を行なうもの，コ
ンピュータ・ネットワークによる情報検索，
対話ができるものなど，多種多様な機能を
担っている。主な機器をあげると，1）視
聴覚機器（テレビ，OHP，映画，スライ
ドなど）2）個別学習機器（LL〈ランゲー
ジラボラトリー〉…語学の学習装置で，個
別的フィードバックが可能。コンピュータ
…CAI システムとして利用）3）反応分析
装置（アナライザー…リスポンス・アナラ
イザーは生徒の理解度，反応の速さなどを
瞬時に分析，記録）4）記録機器（VTR…
音や映像を記録する効果〈カンヅメ効果〉
や行動を映して分析する効果〈カガミ効
果〉，テープレコーダー）5）情報通信機器
（マルチメディア機能をもつコンピュータ）
などがある。教育効果は多くの機器を導入
すれば得られるわけではなく，個々の機器
の特性を考慮し，教授＝学習システムにお
ける最適な活用の仕方を工夫する必要があ
る。� （宮坂琇子）

　教育基本法　　現代日本の制度的教育
の基本を定めた法律で，憲法に代わりわが
国戦後教育及び教育制度の基本原理を宣明
した中心的地位を占める法律（最高裁大法
廷判決 1976 年 5 月 21 日）。
　沿革的には，日本国憲法の理念と法原則
のもと，教育刷新委員会第１回建議（46 年）
に沿い，教育勅語に代わる教育の最高基準
として 47 年 3 月 31 日に公布・施行され（法
律第 25 号，以下「旧法」と略称），2006
年 12 月 22 日にその全部が改正された（法

きよういくきか
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社会奉仕活動の明示など，学習の自由と自
主性の保障原理の後退があり，加えて，文
化・スポーツ事業の首長部局への移管を可
能にした 2007 年の地方教育行政法改正に
よる社会教育行政の自立性の不安定化が注
目される。→社会教育法，教育行政
� （島田修一）

　社会教育施設　　戦後教育改革では，
国民の社会教育を奨励する国及び地方公共
団体の任務は，基本的に社会教育施設の
設置にあるとした（教基法（旧法）7条）。
戦前の「施し設ける」教化概念から，物的
営造物としての施設概念に大きく転換し
た。その主要な施設（館）としての公民館
を中心にして社教法，図書館について図書
館法，博物館について博物館法，という法
制の三本柱も成立した。その後の社会教育
施策の展開のなかで青年の家，少年自然の
家，児童文化センター，婦人教育施設，あ
るいは社会教育会館，さらに最近では生涯
学習センターなどの施設が多様に設置され
るようになった。
　社会教育施設は同時に社会教育におけ
る「教育機関」（地方教育行政法 30 条）と
しての性格を持ち，したがって単なる物的
施設にとどまらず，理論的には専門的職員
を含む人的体制，継続的かつ計画的な事業
運営の機能，住民参加による審議会組織を
併せ持っている。しかし実態は地域的に多
様であり，自治公民館や文庫・図書室等の
類似施設，コミュニティ集会施設や文化会
館等と広範な関連を持っている。1980 年
代以降の地方行政改革や民間委託の施策
は，公的社会教育施策の体制に大きな変容
をもたらし，特に 2003 年自治法改正によ
る指定管理者制度の弊害が憂慮されている
（2008 年衆参両議院文部科学委員会「附帯
決議」）。� （小林文人）

　社会教育主事　　自主的自発的な国
民の教育文化活動である社会教育に関わっ
て，専門的，技術的な助言と指導を行う
「専門的教育職員」である（社教法第 2章，

特例法 2条）。教育委員会事務局に置かれ，
公民館などの社会教育施設の活動や民間の
社会教育活動に対しては，その「求めに応
じて」指導，助言を行うことが原則とされ
ていたが，2008 年の改正によりその対象
が，学校が社会教育関係団体，地域住民そ
の他の関係者の協力を得て行う教育活動に
も広げられ（社教法 9条の 3，11 条，39 条），
3条と同じくここに，学校への協力のみな
らず「地域住民その他の関係者」がうたわ
れていることが注目される。
　その養成と資格付与は，大学の教育課程
における専門科目の修得によるもののほ
か，社会教育関係職の経験や教員免許状取
得などの条件の下に大学その他の教育機関
の行う社会教育主事講習の受講によるもの
がある。1951 年の社教法改正で，図書館
司書，博物館学芸員とならぶ社会教育専門
職とされ特例法に位置づけられたが，公民
館などには専門職は定められていないため
教育施設に配置される場合も少なくない。
59 年の社教法改正により，市町村に必置
となるとともに，大学以外の機関における
講習で社会教育主事資格取得の道が開か
れ，以降，法改正の度に受講資格の緩和や
取得単位数の軽減も行われて養成の軽易化
が進んできている。
　2003 年の自治法「改正」で導入された
指定管理者制度は，各種の社会教育施設に
おいて採算上専任教育専門職員配置を敬遠
する傾向を強めると予想される。→社会教
育行政，社会教育法� （島田修一）

　社会教育法　　教基法（旧法）の精神
に即し，国民の間に社会教育活動が自由に
発展することをねらって，すべての国民へ
の学習機会の保障と，それを支える社会教
育行政や社会教育施設運営を国民参加によ
って充実を図ろうとする社会教育の総合法
として 1949 年に制定された。
　その骨格を示すと，まず第 1章は，社会
教育を国民の自己教育活動ととらえてその
自主性と自由を保障する条件整備の義務を
国及び地方公共団体に負わせる構成を持

しやかいきよういくし
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モンテッソーリ・メソッド，生活教育，労
作教育などの欧米の新教育プランや理論が
あいついで導入され，デューイの教育理論
の紹介と学習も盛んに行なわれるようにな
った。
　1930 年代に入ると，国際新教育連盟へ
の参加，世界新教育会議への代表出席など
が行なわれた。日本の新教育運動はやがて
昭和ファシズムの嵐のなかに呑み込まれて
いくが，その成果の一部は国民学校教育の
方法・課程にも利用された。日本の新教育
運動の発生，推移，およびその思想や実践
の評価については，なお幾多の論争が交わ
されている。� （寺﨑昌男）

　人権教育　　人権の理解と人権尊重の
意識，そしてこれらを含む人権の行使能力
を育てる教育。学校にかぎってみるだけで
も，学校教育・学校生活の総体にわたる多
様な取り組みを必要としている。まずは「潜
在的カリキュラム」という言葉でいわれる
ような，その学校社会にはたらく非意図的
な形成作用が批判的な検討の対象とされな
ければならない。つまり，人権尊重の意識
を育てるためには，子どもの人権が現に尊
ばれているような学校環境が必要であり，
この意味で体罰や行き過ぎた校則の問題を
克服することが必要なのである。人権教育
はまた，人権の歴史，憲法，国際人権規約
と子どもの権利条約についての学習など，
知的な教育に依存する。しかし，それだけ
では十分でない。教科の内外で，自他の理
解と尊重の意識を培うことが基礎的な重要
性をもっている。さらに，今日の子どもの
状況に照らして取り立てて強調を要するの
は，子どもの要求を掘り起こし，その要求
にもとづく子どもの自治と参加を促し援助
することである。教科の授業それ自体も，
近年，子どもの参加型学習という言葉でい
われているように，その編成と展開の過程
に子どもの能動的な参加を促すものへと転
換を図ることが必要である。
　人権教育が子どもの家庭，地域や広くは
社会における生活に依存していることも明

らかである。1993 年，ユネスコのモント
リオール会議で採択された総括文書「人権
と民主主義のための教育に関する『世界行
動計画』」にある言葉にちなんでいえば，「人
権の文化」（culture�of�human�right）の社
会的規模における創出が必要なのである。
→平和教育，道徳教育� （藤田昌士）

　人権教育及び人権啓発の推進に関
する法律（人権教育啓発推進法）　　2000
年 12月 6日法律第 147号として成立した，
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
（同年12月 6日施行）。同法は，人権尊重の
精神を涵養することを「人権教育」，人権
尊重の理念を普及させる広報その他を「人
権啓発」と定義し，国・地方公共団体・国
民の責務，人権教育・啓発の基本計画や基
本的施策の策定の設置等を定める。同法を
具体化する「人権教育の指導方法等の在り
方（第三次とりまとめ）」（2008年）は，実
際に人権を守るスキル形成を強調し，ワー
クショップやロールプレイなど多様な方法
を見直す可能性も示すが，こうした人権教
育・啓発には，①課題を国民間の人権侵害・
差別意識に閉じ込めて，国家権力の横暴に
対し人々が発見し守り発展させる人権の立
憲主義を欠く人権教育に陥る問題点，②教
育行政が行政主導の人権教育・啓発の客体
としての「国民の責務」を強調して（同法6
条），一人ひとりの意識に「不当な支配」を
及ぼし精神の自由（憲法19条）を侵す問題
点，③国・地方公共団体の連携を強調して（同
法5条），国の施策に準じた人権教育・啓発
を推進させ教育の地方自治の原則に抵触す
る問題点も内在している。→人権教育
� （森田満夫）

　人権に関する世界宣言
→世界人権宣言

　新興教育運動　　1930 年（昭和 5）8
月に創立された新興教育研究所（所長，山
下徳治）を中心に展開された教育研究運動
である。わが国におけるプロレタリア教育

しんこうき
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知的障害，肢体不自由，病弱（身体虚弱を
含む）の部門制を採るなどして，障害種別
を超えた総合化が可能になった。また，在
籍者にとどまらず，要請に応じて地域の子
どもへ「必要な助言又は援助」を行う努力
義務（センター的機能）が課された。なお，
学校名としては盲・聾・養護学校の使用も
許されている。また，支援学校や総合支援
学校という名称もみられる。→特別支援教
育，特別支援学級� （渡部昭男）

　特別支援教育　special�support�education
　　特別支援教育に関して，2001 年は名
称元年，2007 年が法制元年とされる。す
なわち，2001 年の省庁再編に際して，文
部省初等中等教育局特殊教育課が文部科学
省初等中等教育局特別支援教育課になり，
同課が編集する季刊雑誌も『特殊教育』か
ら『特別支援教育』に改称された。その
後，調査研究協力者会議の「21 世紀の特
殊教育の在り方について（最終報告）」（01
年），「今後の特別支援教育の在り方につい
て（最終報告）」（03 年），中央教育審議会
の「特別支援教育を推進するための制度の
在り方について（答申）」（05 年）を経て，
学校法の改正により，07 年度から特別支
援教育の法制へと転換した。ただし，学校
法には「第 8章　特別支援教育」の章題が
あるのみで，特別支援教育の定義はない。
代わりに，文部科学省組織令（39 条）の
「特別支援学校及び特別支援学級における
教育その他の教育上特別の支援を必要とす
る児童，生徒及び幼児に対する教育」が一
応の法令上の定義といえよう。従前の「特
殊教育」と対比した特徴の第 1は，「個々
の教育的ニーズに応ずる」という基本方
針である。05 年答申は，「『特別支援教育』
とは，障害のある幼児児童生徒の自立や社
会参加に向けた主体的な取組を支援すると
いう視点に立ち，幼児児童生徒一人一人の
教育的ニーズを把握し，その持てる力を高
め，生活や学習上の困難を改善又は克服す
るため，適切な指導及び必要な支援を行う
ものである」としている。第 2は，教育の

場と対象の拡大である。すなわち，特別支
援学校及び特別支援学級に籍を置く者に加
えて，通常学級に学ぶ「教育上特別の支援
を必要とする者」にも対象を広げた。具体
的には，学習障害（LD），注意欠陥多動性
障害（ADHD），高機能自閉症，アスペル
ガー症候群などの発達障害が新たな障害と
して追加された。第 3に，総合化と一貫性
の重視であり，「個別の支援計画」「個別の
指導計画」を活用して必要なサービスを総
合化し支援を一貫させようとしている。な
お，自治体や民間のレベルでは，支援教育
や総合育成支援教育という用語も使用され
ている。また近年，文部科学省のホームペ
ージでは「special�needs�education」の英
文表記を用いるようになった。→障害者教
育，特別支援学校，発達障害�（渡部昭男）

　特別な教育的ニーズに応ずる教
育（特別なニーズ教育）　　education�
correspondent� to� special� educational�
needs,�special�needs�education　　1989 年
の国連「子どもの権利条約」や 1994 年の
ユネスコ「サラマンカ声明と行動大綱」な
どの国際的な動向を受けて，日本国憲法の
第 26 条「教育を受ける権利」（the�right�to�
receive�an�equal�education�correspondent�
to�their�ability）を条理的に読み深めた「学
習権」論の系において，障害児を含めて「特
別な教育的ニーズ」を有する子ども達の権
利保障を今日的に発展させようとする教育
改革構想。文部科学省が言う「特別支援教
育」よりも広義に用いられ，かつ権利論的
な概念である。
　1960 年代末から 1970 年代において，「教
育を受ける権利」を単なる教育機会の保障
にとどめず，成長発達を保障する学習への
権利として条理的に読み深めた「学習権」
論が提起された。たとえば，清水寛は，権
利の無差別平等性の保障を意図した「ひと
しく」に力点を置いて，「能力に応じて」
は「ひとしく」権利を保障することを実質
化するための不可欠の補充規定であり，「そ
の発達に必要かつ適切な」ないし「発達の

とくへつな
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　ユネスコ活動の包括的目標は，①万人の
ための質の高い学習の実現，②持続可能な
開発のための科学的知識と政策の動員，③
新たな倫理的課題への取組み，④文化的多
様性と異文化の対話の促進，⑤情報とコミ
ュニケーションを通じた包括的な知識社会
の構築，であるが，数か年単位で中期戦略
を策定し（現在は「中期戦略 2008 ～ 2013
年」），それにのっとり 2 年単位で事業予算
が決められる。ユネスコ活動に関する法律

（1952 年）にもとづき文部科学省に設置さ
れている日本ユネスコ国内委員会は，ユネ
スコ本部のほか，主にアジア・太平洋地域
のリージョナルビューロー（教育について
はバンコク事務所，科学はジャカルタ事務
所）等と連携・協力して，ユネスコ活動を
推進する役割を果たしている。（平原春好）

　ユネスコ世界遺産　UNESCO World 
Heritage〈Sites〉　　 ユ ネ ス コ が 1972 年
総会で採択した世界遺産条約 International 
Convention for the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage

（1972）（「世界の文化遺産及び自然遺産の
保護に関する条約」）により，人類全体の
ために損傷・破壊などの脅威から保護する
ことにした世界の文化遺産と自然遺産。世
界遺産委員会は毎年１回，締約国からの推
薦にもとづき，顕著な普遍的価値を持つと
認める文化遺産 Cultural Heritage〈Sites〉・
自然遺産 Natural Heritage〈Sites〉・複合
遺産 Cultural and Natural Heritage〈Sites〉
を世界遺産に登録する。わが国は 92 年に
同条約を締結，登録遺産数 14 件。世界全
体では 878 件，うち危機遺産リストに登
録されているものは 30 件（2008 年現在）。
21 世紀に入り保護対象を無形文化遺産に
広げ，03 年には条約（「無形文化遺産の保
護に関する条約」）を採択した。その策定
段階から主導的役割を果たしたわが国は３
番目の締約国となり（06 年発効），「人類
の口承及び無形遺産の傑作」（宣言）とし
て認められた能楽，人形浄瑠璃文楽及び歌
舞伎（伝統的演技演出様式により上演され

る）は，「人類の無形文化遺産の代表的一
覧表」に統合掲載された（08 年）。→ユネ
スコ （平原春好）

　ユング　Jung, Carl Gustav（1875 ～ 19
61）　　スイスの心理学者・思想家。精神
医学を学んだ後，フロイトの精神分析学に
傾倒するが後に対立，独自の学派をつくっ
た。ユング心理学・分析心理学・深層心理
学などと呼ばれる。フロイト理論との相違
点としては，無意識を必ずしも性的と見な
いこと，個人の抑圧によって生じた「個人
的無意識」とは別に「普遍的無意識」を仮
定したことなどが挙げられる。総じて，フ
ロイトが無意識を「意識できない残余」と
見たのに対して，ユングは，無意識にこそ
豊かな可能性を認め，自我（意識）の一面
性を補うために，無意識との統合が必要で
あると説いた。多くの著作は翻訳され，大
きな影響を与えている。 （西平　直）

　洋学　　1700 年代の後半から約 1 世紀
間（明治初期まで）わが国に受容され，そ
の後の近代科学の形成・発展に重要な基礎
をなした西洋の学問，文化の総称。幕末ま
でオランダ語をとおして学習・研究された
時期を蘭学と称し，開国とともにイギリス，
フランス，ドイツの学問が急速に導入され
るに及んで洋学とよばれるようになった。
鎖国体制下，長崎の和蘭通詞を通じてわず
かに伝えられた西洋の学問・文化に，西川
如見，新井白石らが理解と関心を示し，18
世紀前半の徳川吉宗の治世には青木昆陽，
野呂元丈らが登用されて蘭学発展の素地が
つくられた。杉田玄白，前野良沢らの『解
体新書』（1774 年）の翻訳刊行が医学を中
心とする蘭学を飛躍的に発展させることに
なった。その後，主要な担い手であった民
間人や下級武士の旺盛な探究心と実証的精
神にささえられ，幕府・諸藩の経世済民，
殖産興業，軍事・国防上の必要と結びつき，

ようかく




